
細分化された地域

敷地の集約化

容積率の緩和
壁面の位置の制限、
建蔽率の低減

土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、壁面の位置
の制限、建蔽率の低減などと併せて、容積率を緩和し、土地
の高度利用を図ります。
都市整備の目標、公共施設の整備状況、地区内に確保され

る空地等を総合的に判断して、容積率の緩和限度は定められ
ます。

●高度利用地区とは

出典：東京都都市整備局HP

３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【高度利用地区】
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●高度利用地区の都市計画で定める事項（概要）

３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【高度利用地区】

◆容積率の最高限度/最低限度・・・・・・・・ 低利用/過密を防止

◆建蔽率の最高限度・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空地の確保

◆建築面積の最低限度・・・・・・・・・・・・・・・ 敷地の細分化抑制

◆壁面の位置の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・ 歩行空間の確保

※既決定地区
代官山地区、神宮前四丁目地区、笹塚駅南口地区、千駄ヶ谷五丁目地区、
神宮前六丁目地区、渋谷二丁目１７地区、道玄坂二丁目南地区
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３．高度利用地区の変更について

●変更内容

容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建蔽率の
最高限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の制限

650% 150% 60%※ 200㎡ ４ｍ

道路境界から4.0m後退

中村屋跡地

今回、高度利用地区
を指定する区域

メルクマール
京王笹塚

（フレンテ笹塚）

※建築基準法第５３条第６項第一号に該当する建築物にあっては、１０分の２を加えた数値とする。
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３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【高度利用地区】

●高度利用地区（笹塚駅南口東地区） （案）
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３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【高度利用地区】

●高度利用地区（笹塚駅南口東地区） （案）
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３．高度地区の変更について

●高度地区とは

１
２

高度地区

30ｍ第三種高度地区→指定なし

40ｍ高度地区→指定なし

30ｍ第三種高度地区→50ｍ高度地区

40ｍ高度地区→50ｍ高度地区

２
１

凡例
指定なし

20ｍ第二種高度地区
20ｍ第三種高度地区
30ｍ第三種高度地区
40ｍ高度地区
50ｍ高度地区

現在

市街地の環境の維持、又は土地利用の増進を図るため、
建築物の高さの最高限度を定める地区です。
高度利用地区内は、原則高度地区を指定できません。

３

４

３
４



市街地の環境の維持、又は土地利用の増進を図るため、
建築物の高さの最高限度を定める地区です。
高度利用地区内は、原則高度地区を指定できません。

50

３．高度地区の変更について

●高度地区とは

凡例
指定なし

20ｍ第二種高度地区
20ｍ第三種高度地区
30ｍ第三種高度地区
40ｍ高度地区
50ｍ高度地区

変更後

１
２

高度地区

30ｍ第三種高度地区→指定なし

40ｍ高度地区→指定なし

30ｍ第三種高度地区→50ｍ高度地区

40ｍ高度地区→50ｍ高度地区

２
１

３

４

３
４
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●高度地区変更案

３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【高度地区】



建物を建築する際、規模や用途により、所定の耐火性能
を必要とする地域です。
高度利用地区内は、原則防火地域を指定します。

52

３．防火・準防火地域の変更について

●防火・準防火地域とは

現在

１

防火・準防火地域

準防火地域→防火地域１

凡例

防火地域

準防火地域



建物を建築する際、規模や用途により、所定の耐火性能
を必要とする地域です。
高度利用地区内は、原則防火地域を指定します。

53

３．防火・準防火地域の変更について

変更後

●防火・準防火地域とは

１

防火・準防火地域

準防火地域→防火地域１

凡例

防火地域

準防火地域
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●防火及び準防火地域変更案

３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【防火・準防火地域】



特別工業地区

特別工業地区→指定なし

特別工業地区→指定なし

55

準工業地域のうち、住宅地に近接する区域等、騒音、振動等
の近隣公害の防止を図る区域などについて指定します。特別工
業地区を含む、特別用途地区の変更は、区が決定します。

３．特別工業地区の変更について

●特別工業地区とは

現在

１
凡例

特別工業地区

１
２

２
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３．特別工業地区の変更について

●特別工業地区とは

凡例

特別工業地区

変更後

準工業地域のうち、住宅地に近接する区域等、騒音、振動等
の近隣公害の防止を図る区域などについて指定します。特別工
業地区を含む、特別用途地区の変更は、区が決定します。

１
２

特別工業地区

特別工業地区→指定なし

特別工業地区→指定なし

１

２
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●特別工業地区変更案

３．笹塚駅南口地区都市計画素案の概要 【特別工業地区】



58

４．東京都決定の都市計画変更



59

用途の混在を防ぐため、建築できる建物の用途の制限等を
定める地区です。都市計画事業を行う際には、事業の都市計
画決定と合わせて用途地域を変更します。区部では、東京都
が用途地域の変更を決定します。

４．東京都決定の都市計画変更 【用途地域】

●用途地域とは

商業系地域

店舗、事務所等の
利便の増進を図る
地域

住居系地域

良好な住環境の
保護を図る地域

工業系地域

工業の利便の増
進を図る地域

商業系地域

住居系地域 工業系地域



●現在の用途地域

用途 建蔽率％ 容積率％

準工→商業 60→80 300→400

準工→商業 60→80 400→400２

１

１
２

現在

凡例

商業地域

準工業地域

60

４．東京都決定の都市計画変更 【用途地域】



●変更後の用途地域

１
２

変更後

61

用途 建蔽率％ 容積率％

準工→商業 60→80 300→400

準工→商業 60→80 400→400２

１

凡例

商業地域

準工業地域

４．東京都決定の都市計画変更 【用途地域】



●用途地域変更案
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４．東京都決定の都市計画変更 【用途地域】
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５．今後の進め方



５．今後の進め方
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渋
谷
区
主
催
意
見
交
換
会

１１月～

都
市
計
画
決
定
の
流
れ

５月～９月

2022年度

7月29日

９月13日

都
市
計
画

素
案

意
見
交
換
会

都
市
計
画

原
案

意
見
交
換
会

都
市
計
画

案

公
告
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会

付
議

都
市
計
画
決
定
・告
示

渋谷区まちづくり条例
都市計画法に基づく手続き

都
市
計
画

原
案

公
告
縦
覧

条例§37(2) 条例§37(3)
法§16(1)

条例§37(4) 条例§38(1)
法§17(1)

条例§38(4)
法§19(1,2)

法§19(1)
20(1)

事
業
者
主
催
説
明
会

９月28日

渋谷区による開催と手続

2023年度

本日



５．今後の進め方
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□ご意見の提出先

ご意見がございましたら、ご意見カード等にご記入いただき、メール、
郵送（消印有効）、FAXで以下の連絡先までお送りください。

〒 １５０－８０１０ 東京都渋谷区宇田川町1番1号
Fax ： ０３-３４６３-２９４７
Mail： sec-machi1suishin@shibuya.tokyo
※携帯・スマートフォン等からのメールは、セキュリティ上受信できない場合があります。

□ご意見募集期間

令和４年１１月３０日（水）まで

※いただきましたご意見と回答は、渋谷区ホームページに掲載する
予定です。

mailto:sec-machi1suishin@shibuya.tokyo

